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宣

彰

一 

問
題

の
所
在

仏
教
の
目
標
が
万
人
の
成
仏
に
あ
る
以
上
、

仏
教
者
に
と

っ
て

「
仏

陀
と
は
何

か
」
は
真
摯
に
考
え
る
べ
き
第

二
の
課
題
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
殊

に
異
国
の
宗
教
を
受
け
入
れ
た
中
国
仏
教
と
し
て
は
甚
だ
重

大
な
問
題
で
あ
り
、
仏
陀
の
解
明
な
く
し
て
は
真

の
受
容
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
従

っ
て
、
中
国
仏
教

の
初
期
に
お
い
て
は
漢
人
の
僧
が
仏
陀
を

ど
の
よ
う
に
観
て
い
た
か
は
是
非
と
も
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

研
究
課
題
で
あ
る
。
初
期
の
中
国
仏
教

に
お
い
て
釈
道
安
と
慧
遠
は
殊

の
外
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
先
に
師
弟
の
闘

係
に
あ

っ
た
こ
の
二
人
の
漢
人
僧
を
通
し
て
仏
教
を
受
容
し
た
側
の
人

(
1
)

々
の
仏
陀
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ

の
初
期
の
中
国
の
仏
教
者
に
重

大
な
影
響

を
与
え
、

か
っ
、
後

の
仏
教
を
方
向
づ
け
る
上
で
重
要
な
役

割
を
果
し
た
の
が
外
来
の
西
域
僧

の
鳩
摩
羅
什
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
そ
れ
故
、
道
安
に
師
事
し
な
が
ら
三
十
有
余
年
の
間
盧

山
を
出
る
事
な
く
、
書
を
以
て
の
み
鳩
摩
羅
什
と
好
み
を
通
じ
た
慧
遠

と
、
同
じ
く
道
安
に
師
事
し
な
が
ら
も
入
関
し

て
間
も
な
い
鳩
摩
羅
什

を
訪
ね
そ
の
門
に
投
じ
、
常
に
鳩
摩
羅
什
の
身
辺
に
在

っ
て
直
接
に
教

え
を
受
け
た
僧
叡
と
で
は
お
の
ず
か
ら
仏
陀
乃
至
法
身
に
対
す
る
理
解

等
に
相
違
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

 
そ
こ
で
中
国
仏
教
初
期
の
仏
陀
乃
至
法
身
観

を
整
理
し
、
問
題
を
明

瞭
に
解
明
す
る
た
め
に
は
道
安

・
慧
遠

・
僧
叡

の
三
者
を
併
せ
考
察
す

る
こ
と
が
適
切
な
方
途
で
あ
ろ
う
。
先
の
考
察

に
お
い
て
は
言
及
す
る

こ
と
の
出
来
な
か

っ
た
僧
叡
を
取
り
挙
げ
て
、

そ
の
法
身
説
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

二
 

研
究

の
資
料

長
安

の
僧
叡
と
江
南
の
慧
叡
と
が
同

一
人
で
あ
る
こ
と
は
、
横
超
慧

旧
博
士
に
よ

っ
て
論
証
さ
れ
既
に
学
界

の
定
論

に
な

っ
て
い
る
。
従

っ

て
僧
叡
の
著
述
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
も
の
は
、
出
三
蔵
記
集
巻
六
所

収
の
喩
疑
と
同
書
巻
八
乃
至
巻
十

一
に
収
め
る
十
篇

の
序
文
で
あ
る
。

出
三
蔵
記
集

に
収
め
る
序
は
、
大
品
経
序
、

小
品
経

序
、
法

華

経

後

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號
 
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
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序
、
思
益
経
序
、
毘
摩
羅
詰
提
経
義
疏
序
、
自
在
王
経
後
序
 
[以
上
巻

八
]
、
関
中
出
禅
観
経
序
 
[巻
九
]
、
大
智
釈
論
序
 
[巻
十
]
、
中
論
序
、

十
二
門
論
序
 
[
巻
十

一
]
 で
あ
る
。
こ
の
う
ち
で
宋
の
陸
澄

の
法
論
目

録
に
記
載

の
な
い
十
二
門
論
序
に
つ
い
て
は
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
検
討

(2
)

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
に
僧
叡
の
思
想
を
窺
う
上
で
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
今

日

「義
疏
序
」
の
み
が
残

っ
て
い
る
維
摩
経
義
疏

の
逸
文
が
あ
る
。
僧

叡

の
法
身
説
を
問
題
に
す
る
場
合
、
特

に
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
は

清
涼
澄
観

の
華
厳
経
随
疏
演
義
砂
巻

四
 
(大
正
蔵
三
六
・
二
七
c
-
二
八

a
)
 に
引

か
れ
る
僧
叡
の
維
摩
経
義
疏

の
逸
文
で
あ
る
。

澄
観

は
華
厳

経
疏
巻

一
の
教
起
因
縁
 
(縁
十
義
)
 の
第
三
依
主
で

「
一
身
多
身

経
論

異
説
」
(
大
正
蔵
三
五
・
五
〇
五
c
)
 に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
疏
文

に
つ
い
て
随
疏
演
義
砂
に
僧
叡
の
維
摩
経
の
義
疏
を
引
用
し
、
多
身
説

の
一
例
証

と
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
澄
観
は
僧
叡

の
法
身
説

を
五
身
義
と
称
し
て
い
る
。

 
叡
公
維
摩
疏
釈
云
、
所
謂
一
法
性
法
身
、
二
亦
言
功
徳
法
身
、
三
変
化
法

 
身
、
四
虚
空
法
身
、
五
実
相
法
身
。
詳
而
辮
之
、
即
一
法
身
也
。
何
者
、
言

 
其
生
、
則
本
之
法
性
、
故
日
法
性
法
身
。
二
推
其
因
、
則
是
功
徳
所
成
、
故

 

是
功
徳
法
身
。
三
就
其
応
、
則
無
感
不
形
、
是
則
変
化
法
身
。
四
称
其
大
、

 
則
弥
論
虚
空
法
身
。
五
語
其
妙
、
則
無
相
無
為
、
故
日
実
相
法
身
。

 
僧
叡
に
維
摩
経
の
義
疏
が
存
し
た
こ
と
は
、
現
存

の
義
疏
序
が
何
よ

り
も
端
的

に
物
語

っ
て
い
る
が
、
果
し
て
こ
の
澄
観

の
引
用
が
そ
れ
に

相
当
す
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
澄
観
は
随
疏
演
義
砂
巻

三
十
二
に
も
維
摩
経
観
衆
生
品
七
の

「従
無
住
本
有

一
切
法
」
に
対
す

る
僧
叡
の
維
摩
経
義
疏
の
釈
を
引

い
て
い
る
。

ま
た
、
同
書
巻
三
十
六

に
も
維
摩
経
文
殊
師
利
問
疾
品
五
の
有
名
な

「
不
来
相
而
来
」
の
僧
叡

の
釈
を
紹
介
し
て
い
る
。
更
に
同
書
巻
七
十
五
な
ど
に
も
僧
叡

の
釈
を

引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
 
(大
正
蔵
三
六
・
二
四
二
a
、
二
七
六
c
、
五
九

四
c
等
参
照
)
。
即
ち
、

澄
観
は
単
に
僧
叡

の
法
身
に
関
す
る
釈
の
み
を

引
用
し
た
の
で
は
無
く
、
僧
叡

の
維
摩
経
義
疏

の
全
体
を
知

っ
て
い
て

引
用
を
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
更
に
、
こ
の
僧
叡

の
五
法
身
説
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
永
明
延
寿

の

宗
鏡
録
巻
九
十

一
 (大
正
蔵
四
八
・
九

一
〇
c
)
 等
に
も
引
用
さ
れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
宗
鏡
録
が
澄
観

か
ら
の
引
用
で
あ
る
と

し
て
も
、
「曽
て
僧
叡
の
 
(維
摩
経
)
 義
疏
を
見
た
」
(大
正
蔵
三
八
・
九

二
五
c
)
 こ
と
を
明
言
し
て
い
る
吉
蔵
が
、
法
華
玄
論
巻
九

(大
正
蔵
三

四
・
四
三
九
b
)
 に
澄
観
の
所
引
と
ほ
ぼ
同
文
の
五
法
身
説

を

ひ

い

て

い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
点
を
勘
案
す
る
と
き
先
に
挙
げ
た
五
法
身
説

は
僧
叡

の
維
摩
経
義
疏
に
お
け
る
釈
と
考
え
て
不
可
無

い
で
あ
ろ
う
。

三
 
五
法
身
説

の
定
義

し
か
ら
ぽ
次
に
五
法
身

の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
果
し
て
僧

叡
は
、
法
性

・
功
徳

・
変
化

・
虚
空

・
実
相

の
五
身
を
い
か
な
る
も
の

と
し
て
定
義
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
ず
、

「法
性
生
身
」
に
つ
い
て
は
、
「其
の
生
を
言
わ
ば
、

則
ち
本

こ
れ
法
性
な
り
。
故
に
法
性
生
身
と
日
う
」
と
簡
潔
に
定

義

し

て

い

る
。
こ
の
名
称
及
び
定
義
か
ら
直
ぐ
に
想
起
さ
せ
ら
れ
る
の
は
智
度
論

の
所
説
で
あ
る
心
鳩
摩
羅
什
の
訳
の
智
度
論
巻
三
十
四
に

「法
性
生
身

仏
者
、
無

事
不
済
、
無
願
不
満
。
所
以
者
何
、
於
無
量
阿
僧
祇
劫
、
積

集

一
切
善
本
功
徳
、

一
切
智
慧
無

擬

具

足
」
(大
正
蔵
二
五
・
三
一
a
)

と
説
明
し
て
い
る
。
鳩
摩
羅
什
の
仏
身
説
は
智
度
論
の
そ
れ
と
基
本
的

に
相
違
す

る
も
の
で
は
な
い
。
大
乗
大
義
章
に
よ
れ
ば
智
度
論
に
言
う

法
性
生
身
を
鳩
摩
羅
什
は

「妙
行
法
性
生
身
」
と
称

し

て

い
る
。
即

ち
、
「
又
経
云
法
身
者
、
或
説
所
化
身
。
或
説
妙
行
法

[身
U
性

生
身
。

妙
行
法
性
生
身
者
、
真
為

法
身

也
」
(大
正
蔵
四
五
・
一
二
二
a
)
 と
い

う
。
ま
た
、
そ
れ
は
妙
行
に
よ

っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
証
悟
の
別

称
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
僧
叡
の
言
う
法
性
生
身
は
、
正
に
智

度
論
に
依
拠
す
る
鳩
摩
羅
什
の
法
身
説
に
負
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
僧

叡
の
法
性
生
身
と
は
、
法
身
が
四
大
五
根
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、

妙
行
に
よ

っ
て
法
性
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
表
す
為

に
敢
え
て

「
生
身
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
次
に

「
功
徳
法
身
」
に
つ
い
て
僧
叡
は
、
「其
の
因
を
推

さ

ば
、
則

ち
是
れ
功
徳
の
所
成
な
り
。
故
に
是
れ
功
徳
法
身
な
り
」
と
定
義
し
て

い
る
。
智
度
論
の
中
で
も

「
修
念
仏
三
昧
、
非
但
念
仏
身
、
当
念
仏
種

々
功
徳
法
身
」
(大
正
蔵
二
五
・
二
三
六
a
)
 と
功
徳
法
身

の
名

を

挙

げ

て
い
る
。
大
乗
経
典
に
も
功
徳
所
成
の
仏
身
に
つ
い
て
は
数
々
言
及
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
鳩
摩
羅
什
訳
の
維
摩
経
方
便
品
に
は

「
仏
身
者
即

法
身
也
。
従
無
量
功
徳
智
慧
生
。
…
従

如
是
無
量
清
浄
法
、
生
如

来
身
」
(大
正
蔵
一
四
・
五
三
九
c
)
 と
説
き
、
如
来
身
を

も

っ
て

功

徳

の
所
成
と
為
し
て
い
る
。
更
に
鳩
摩
羅
什
は
自
ら
の
見
解
を
大
乗
大
義

章
で

「
仏
法
身
者
、
出
於
三
界
、
不
依
身
口
心
行
、
無
量
無
漏
諸
浄
功

徳
本
行
所
成
、
而
能
久
住
、

似

若

泥

潭
」
(大
正
蔵
四
五
・
一
二
三
a
)

と
い
い
、
仏
の
法
身
は
三
界
を
超
越
し
た
も
の
で
身

口
意

の
は
た
ら
き

を
為
す
も
の
で
は
な
く
、
無
量
無
漏
の
諸
々
の
浄
ら
か
な
功
徳
と
過
去

の
行
と
に
よ
っ
て
成

っ
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
僧
叡
が
法

身
を
因
の
面
か
ら
名
付
け
て
功
徳
法
身
と
な
し
た
の
は
全
く
こ
れ
を
言

う
の
で
あ
る
。

 
次
に
第
三
の
変
化
法
身
は
、
僧
叡

の
定
義
に
よ
れ
ば

「
其
の
応
に
就

か
ば
、
則
ち
感
に
し
て
形
わ
れ
ざ
る
こ
と
無
し
。
是
れ
則
ち
変
化
法
身

な
り
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
衆
生
の
感
に
応
じ
て
変
化
し
て
現
れ
る

と
こ
ろ
を
捉
え
て
変
化
法
身
と
為
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
衆
生
の

感
に
ょ
つ
て
応
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
智
度
論
中
に
も
二
種
身
と
し

て
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
真
身
と
化
身
 
(巻
三
十
)
、
法
性

生
身
と
随
世
間
身
 
(巻
三
十
三
)
、
法
性
生
身
仏
と
随
衆
生
優
劣
現
化
仏

(巻
三
十
四
)
 な
ど
と
説

い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
後
者
の
方

は
、
世
間

或
は
衆
生
に
随

っ
て
変
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
僧
叡
の
言
う
変
化
法
身

と
同
じ
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
僧
叡
が

こ
の
法
身

の

「
応
」
を

「
無
感
不
形
」
と
言

っ
て
い
る

以

上

は
、
こ

の

「
応
」
は

「無
方

の

僧
叡
の
法
身
説
 
(木

村
)
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応
」
で
な
け
れ
ほ
な
ら
な
い
。
鳩
摩
羅
什
も
亦
、
「仏
法
身

者
、
同

於

変
化
、
化
無
四
大
五
根
」
(大
正
蔵
四
五
・
二
二
二
c
)
 と
為

し
、
密

述

経
を
論
拠
と
し
て
法
身
の
変
化
は
無
方

の
応
で
あ
る
と
し
て
、
次

の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

 

仏
身
者
無
方
之
応
、
一
会
之
衆
生
、
有
見
仏
身
金
色
、
或
見
銀
色
・
車
渠
・

瑞
璃
等
種
種
之
色
、
或
有
衆
生
見
仏
身
与
人
無
異
、
或
有
見
丈
六
之
身
、
或

、
見
三
丈
、
或
千
万
丈
形
、
或
見
如
須
弥
山
等
、
或
無
量
無
辺
身
。

…
当

知
可
皆
是
法
身
分
也
。
(大
正
蔵
四
五

・
一
二
五
c
)

智
度
論
等
で
は
二
種
身
を
立
て
て
化
仏
や
化
身

の
変
化
身
を
説
い
て

い
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
が
、
未
だ
そ
れ
を
必
ず
し
も
法
身
と
為
し
て

い
る
訳
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
僧
叡
の
場
合
に
は
こ
の
変
化
身
を
も

っ
て
法
身
と
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ご
種
身
で
も

っ
て
仏
身
を
考
え

る
と
き
種

々
の
身
相
を
有
す
る
仏
身
は
真
の
仏
身
即
ち
法
身
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
に
慧
遠
の
仏
身
に
関
す
る
疑
問
も
ま
た
こ
の

点
に
あ

っ
た
。
こ
の
疑
問
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
白
浄
王
 
(浄
飯
王
)

の
宮
殿
に
生
ま
れ
、
八
十
歳
の
寿
量
を
有
し
、
時
空
に
有
限
な
る
釈
伽

仏
は
法
身

で
あ
る
か
否
か
に
対
す
る
解
答
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
僧
叡

の
師
で
あ
る
鳩
摩
羅
什
は
釈
伽
仏
の
身
は
そ
の
ま

ま
法
身
仏
と
い
う
領
域
に
於
け
る
現
れ
で
あ
る
と
言
う
。
即
ち
、

 

真
法
身
者
、
猶
如
日
現
、
所
化
之
身
 
(変
化
身
)
 同
若
日
光
。
如
首
鰐

厳

 

経
、
灯
明
王
仏
寿
七
百
阿
僧
祇
劫
、
与
此
釈
迦
仏
同
、
是
 (釈
迦
仏
)
 此

(灯
明
王
仏
)
 一
身
無
有
異
也
。
此
応
従
彼
而
有
、
法
性
生
仏
所
化
之
仏
、

亦
復
如
是
。
(大
正
蔵
四
五
・
二
二
三
a
)
 

鳩
摩
羅
什
は
首
榜
厳
経
所
説
の
灯
明
王
仏
 
(照
明
荘
厳
自
在
王
仏
)
 を

真
法
身
 
(法
性
生
身
)
 と
為
し
、
釈
伽
仏
を
所
化

の
身
即
ち
変

化

身

と

為
し
て
両
者
を
太
陽
と
太
陽

の
光
と
に
讐
え
て
い
る
。
両
者
は

二
身
で

あ
り
、
別
々
な
も
の
で
は
無
く
、
釈
伽
仏
も
亦
た
灯
明
王
仏
と
同
じ
く

法
身
仏
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

こ
の
鳩
摩
羅
什
の
見
解
は
智
度
論
巻

九
十

の

「
処
処
国
中
随
衆
生
、
寿
命
長
短
而
受
形
。
如
釈
伽
牟
尼
仏
、

於
此
国
土
寿
量
百
年
、
於
荘
厳
仏
 
(灯
明
王
仏
)
 国
七
百
阿
僧
祇
劫
」

(大
正
蔵
二
五
・
六
九
八
b
)
 と
い
う
の
に
も
符
合
す
る
。
僧
叡

の
変

化

法
身
の
考
え
も
亦
た
全
く
こ
れ
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
次
に
第
四
の
虚
空
法
身
に
つ
い
て
は
、
「其

の
大
を
称
す

れ

ぽ
、
則

ち
虚
空
に
弥
給
す
。
所
謂
、
虚
空
法
身
な
り
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

法
身
が
無
辺
無
限
に
し
て
大
な
る
点
を
言

っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
も

亦
た
智
度
論
の
中

に
法
身

の
広
大
な
る
こ
と
を
虚
空
を
も

っ
て
説
い
て

い
る
。
例
え
ば
、

巻
九
に

「是
法
性
身
、
満
十
万
虚
空
、
無
量
無
辺
」

(大
正
蔵
二
五

・
一
二
一
c
)
 と
い
い
隔
巻
三
十

に

は

「
仏
真
身
者
、
遍

於
虚
空
、
光
明
遍
照
十
万
」
(大
正
蔵
二
五
・
二
七
八
a
)
 と
明

か

し

て

い
る
。
鳩
摩
羅
什
も
亦
た

「真
法
身
老
、
遍
満
十
万
虚
空
法
界
、
光
明

悉
照
無
量
国
土
」
(大
正
蔵
四
五
一
二
二
c
-
一

二
三
a
)
 と
同
趣
旨

の

見
解
を
示
し
て
い
る
。
僧
叡

の
虚
空
法
身

は
、

こ
れ
と
同
じ
内
容

の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

僧
叡
の
言
う
五
法
身
の
う
ち
、
先

の
第

一
乃
至
第
三
の
法
身
は
、
そ
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の
定
義
か
ら
推
測
し
て
、
膠勿
論
彼
は
そ
の
名
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、

後
世
の
仏
身
論
で
言
う
報
身
や
応
身
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ら
を
法
身

と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
叡
の
言
う
五
法
身
の
中

に
は
必
ず

や
所
謂

「
理
」
と
し
て
の
仏
身
の
考
え
を
含
ん
だ
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
第
四
の
虚
空
法
身
や
第
五
の
実
相
法

身
が
正
し
く
そ
れ
で
な
け
ば
な
ら
な
い
。

 
第
五
の
実
相
法
身
に
つ
い
て
僧
叡
は
、
「
其
の
妙
を
語

れ

ば
、
則
ち

無
相
無
為

な
り
。
故
に
実
相
法
身
と
日
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
法
性
生

身
の
法
身

の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
妙
行
に
よ
っ
て
法
性
よ
り
生
ず
る

と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
法
性
と
と
も
に

「
如
」
や

「
実
際
」
を
も

っ

て
仏
 
(法
身
)
 と
為
す
考
え
の
存
す
る
可
能
性
は
十
分
に
推
定
せ

ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
如

・
法
性

・
実
際
は
諸
法
実
相
と
同
義
で
あ
り
、
実
相

を
以
て
法
身
と
為
す
こ
と
は
当
然

の
結
論
と
も
言
い
得
る
。
智
度
論
に

は

「
諸
法
如
即

是
 
(真
)
 仏
」
(大
正
蔵
二
五
・
七
四
七
a
)
、「観

諸

法

空
是
為
見
仏
法
身
」
(大
正
蔵
二
五
・
一
三
七
a
)
、
「
諸
法
実
相
即
是
仏
、

何
以
故
得
是
諸
法
実
相
名
為
得
仏
」
(大
正
蔵
二
五
・
七
四
七
a
)
、「
法
身

老
不
可
得
法
空
、

不
可
得
法
空
者
諸
因
縁
辺
生
、
法
無

有

自

性
」
(大

正
蔵
二
五
・
四
一
八
b
)
 な
ど
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文

に
よ

れ

ぽ
法
身
は
、
諸
法
如
で
あ
り
、
諸
法
空
で
あ
り
、
不
可
得

法

空

で

あ

り
、
諸
法
実
相
で
あ
る
。

鳩
摩
羅
什
は
般
若
経
の

「
法
身
無
来
無
去
」
と
い
う
経
説
に
ち
な
ん

で
、
「法
身
錐
復
久
住
、
有
為
之
法
、
終
帰
於
無
、
其
性

空

寂
。
若
然

者
、
法
身
実
相
、
無
来
無
去
。
」
と
い
塾
、
ま
た
、
「呈
法
身
実
相
、
伺

於
泥
沮
、
無
為
無
作
。
」
(大
正
蔵
四
五
・
一
二
三
a
)
 と
説
い
て
い
る
。

僧
叡
が
法
身

の

「妙
」
を
語
れ
ば
、
則
ち
無
相
無
為
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
実
相
法
身
と
日
う
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

の
は
、
右
の
鳩
摩
羅
什

の
説
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
の
実
相
怯
身
と
虚
空
法
身
と
は
共

に
理
性
と
し
て
の
法
身
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
ら
ば
両
者
の
関

係
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
僧
叡
は
そ
の
命
名
の
根
拠
を
法
身
の

「
大
」
な
る
点
と

「
妙
」
な
る

点
に
求
め
て
い
る
が
、
要
は
法
身
が
時
空
の
限
定
を
越
え
た
も

の
で
あ

る
こ
と
を
言
わ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
次

の
大
乗
経
典
の
所

説
が
そ
れ
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

 

如
来
身
心
智
慧
、
遍
照
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
土
、
無
所
障
磯
、
是
名
虚
空
。

如
来
常
住
無
有
変
易
、
是
日
実
相
。
(大
正
蔵
一
二

・
五
一
四
c
)
 

こ
の
経
説
を
参
照
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
虚
空
法
身

は
空
間
的
に
法

身
が

「
無
所
障
擬
」
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
実
相
法
身
は
時
間
的
に

法
身
が

「
無
有
変
易
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

四
 

五
法
身

の
開
合

澄
観
は
随
疏
演
義
妙
に
お
い
て
僧
叡
の
維
摩
経
義
疏
に
説
く
法
身
説

を
五
身
義
と
為
し
、
仏
身

に
関
す
る
多
身
説
の

一
例
と
し
て
挙
げ
て
い

る
の
で
あ
る
。

 
僧
叡
が

「
法
性
」
「
功
徳
」
「変
化
」
「
虚
空
」
「
実
相
」
の
法
身
を
説

僧
叡
の
法
身
説
 
(木

村
)
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僧
叡
の
法
身
説
 
(木

村
)

く
と
こ
ろ
の
理
論
的
な
根
拠
は
、
彼
自
身
が
語

っ
て
い
る
よ
う
に
法
身

の

「
生
」
「
因
」
「
応
」
「
大
」
「妙
」
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
つ

い
て
名
付
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
後
世

の
仏
身
論
を
念
頭
に

於
い
て
五
法
身

の
開
合
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

僧
叡

の
言
う
第

一
の
法
性
生
身
と
第
二
の
功
徳
法

身

は
、
法

身

の

「
生
」
と

「
因
」
に
就
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
法
身

の
生
因
を

問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
正
に
後
世
の
仏
身

説

で
言

う

「
報

身
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
僧
叡
は
、
「如
来
法
身

是

妙

(行
)
 

功
徳
果
。
」
(大
正
蔵
三
六
・
二
八
a
)
 と
明
言
し
て
い
る
。

こ
の
因
行

功

徳
の
果
報
と
し
て
の
向
上
的
な
仏
 
(報
身
)
 を
法
身
と
呼
ん
で
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、

一
方

で
向
下
的
に
衆
生
に
対
応
す
る
仏
 
(応
身
)
 の
考

え
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
僧
叡

の
時
代
に
は
未
だ
法

・

報

・
応
の
三
身
説
は
無
く
、
元
よ
り
報
身
や
応
身

の
語
を
以
て
仏
身
を

語
る
こ
と

は
無

い
。
し
か
し
、
僧
叡
が
法
身

の

「
応
」
に
つ
い
て

「無

感
不
形
」

の
も
の
を
変
化
法
身
と
為
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
後
世

の

「応
身
」
に
相
当
す
る
こ
と
言
う
ま
で
も

な

い
。 
「
生
」
「因
」
か

ら
名
付
け
ら
れ
た
法
性
生
身
と
功
徳
法
身

の
二
者
は
、
後
世
の
報
身
に

相
当
す
る
。
更

に
法
身

の

「大
」
と

「
妙
」
の
面
を
明
か
す
虚
空
法
身

と
実
相
法
身
は
三
身
説

の

「法
身
」
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。

法

・
報
、
応
の
三
身
を
説
く
経
論
が
中
国
に
伝
訳
さ
れ
た
の
は
、
僧

叡

の
没
後

に
菩
提
流
支
や
勒
那
摩
提
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た

も

の

で
あ

る
。
従

っ
て
、
僧
叡
億
法

・
報

・
応
の
三
身
説
に
つ
い
て
は
何
ら
の
言

及
も
な
し
て
い
な
い
が
、
僧
叡
の
五
身
説
を
後
世

の
三
身
説
と
の
開
合

で
言
え
ば
、
初
め
の
法
身

・
功
徳
は

「
報
身
」
に
、
変
化
は

「
応
身
」

に
、
次

の
虚
空

・
実
相
は

「
法
身
」
に
相
当
す

る
こ
と
は

明

確

で
あ

る
。
実
に
、
僧
叡
の
五
身
説
に
は
既
に
法

・
報

・
応
の
三
身
説
に
到
達

す
べ
き
方
向
性
と
実
質
的
な
内
容
と
を
具
備
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

し
か
し
、
次
の
点
は
特
に
注
意
を
要
す
る
。
即
ち
、
僧
叡

の
法
身
説

は
法
身
に
五
種
類
あ
る
こ
と
を
説

い
た
り
、
況

ん
や
三
身
説
を
明
か
す

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む

し

ろ
、
「生
」
「
因
」
「応
」

「大
」
「
妙
」
な
ど
の
種
々
の
観
点
か
ら
法
身
の
意
義
を

論

じ
、
帰
納

的
に
根
源

の

「
一
法
身
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
て
い

る

の

で
あ

る
。
僧
叡
が

「詳
ら
か
に
之
を
辮
ず
れ
ば
、
即
ち

一
法
身
な
り
」
と
の

べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の

一
法
身
を

「真
法
身
」
或
は

「
如
来
真

妙
法
身
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
如
来
真
妙
法
身
を

一
言
で

言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 

能
く
妙
極
無
相
に
し
て
、
大
い
に
虚
空
を
包
み
、
遍
く
万
化
に
応
じ
て
、
感

 

に
し
て
形
わ
れ
ざ
る
な
き
も
の
な
り
。
…
是

れ
妙
 
(行
)
 功
徳
の
果
な

 

り
。
(大
正
蔵
三
六
・
二
八
a
)

僧
叡

は
一
法
身
の

「真
妙
法
身
」
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
に
語

っ
て
い

る
。
更

に
ま
た

「陰
界
不
摂
、
非
有
非
無
」
と
為
し
、
法
身
を
四
大
五

根
を
以
て
解
す
こ
と
を
誠
め
て
い
る
。
慧
遠
の
法
身
を
め
ぐ
る
疑
義
を

例
証
と
し
て
引
く
ま
で
も
な
く
、
法
身
の

「身

」
の
字
に
と

ら

わ

れ

て
、
法
身
と
い
う
語
か
ら
何
か
身
体
的
な
も
の
を
連
想
し
が
ち
で
あ
る
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が
、
僧
叡

は
そ
の
こ
と
の
不
当
性
を
強
調
し
て
、
法
身
は

「
色
象
」
で

無
い
こ
と
を
強
く
宣
言
し
て
い
る
。
即
ち
、

 

直
ち
に
功
徳

・
実
相
を
指
し
て
、
名
づ
け
て
法
身
と
為
す
が
若
し
。
此
れ
乃

ち
、
法
の
深
理
を
以
て
仮
り
に
名
づ
け
て
身
と
為
す
。
色
象
の
謂
に
は
非
ら

ず
。
(
大
正
蔵
三
六

・
二
八
a
)

大
乗
仏
教
で
は
仏
の
得
る
所
の
諸
の
功
徳
法
や
生
滅
を
越
え
無
相
無

為
な
る
実
相
が
法
身
と
い
わ
れ
る
。
僧
叡
が
言
う
よ
う
に
、
大
乗
の
法

身
は
法
の
深
理
を
い
う
の
で
あ
り
、
四
大
五
根
の
如
き
色
象
の
身
の
謂

で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
僧
叡
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
 

結

語

こ
の
僧
叡
の
法
身
説
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
事
と
し
て
釈
伽
牟
尼
仏

は
法
身
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
僧
叡
が
用
い
た
讐
喩
を
借
り
る

な
ら
ば
、

冥
室
の
蟻
光
の
如
く
、
孔
に
随
っ
て
照
ら
す
。
光
は
万
殊
な
り
と
難
も
本
の

者
は
一
な
り
。
所
謂
、
真
法
身
な
り
。
(大
正
蔵
三
六
・
二
八
a
)

と
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
鳩
摩
羅
什
も
法
身
と
釈
伽
仏
と
の
関

係
を
、
「真

の
法
身
は
猶
日
の
現
ず
る
が
ご
と
く
、
所

化

の
身

(釈
迦

仏
)
 は
同
じ
く
日
の
光
の
ご
と
し
」
と
述
べ
、
太
陽
と

太
陽
の
光
と
に

警
え
て
い
る
。
し
か
し
、
僧
叡

の
冥
室

の
礒
光
と
孔
に
随

っ
て
生
ず
る

万
殊
の
光

の
方
が
よ
り
巧
で
あ
り
、
か
っ
適
切
に

一
法
身
の
こ
と
を
語

っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
僧
叡
が
釈
伽
仏
を
法
身

と
見
た
と
言
う
こ
と
は
、
釈
伽
仏
を
時
間

・
空
間
の
制
限
の
中
に
於
い

て
色
身
と
し
て
の
み
捉
え
て
い
た
当
時

の
仏
教
界
に
在

っ
て
、

こ
の
法

身
説
は
仏
身
論
を
大
き
く
進
展
さ
せ
る
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
。
釈
伽
仏
を
歴
史
的
有
限

の
中
で
捉
え
、
末
世

・
辺

国

と

悲

嘆

し
、
弥
勒
の
信
仰
を
有
し
た
釈
道
安
や
、
四
大

五
根
の
色
身
と
法
身
と

の
差
異
に
執
わ
れ
て
大
乗
仏
教

の
法
身
を
容
易

に
理
解
し
な
か

っ
た
慧

遠
と
は
や
は
り

二
線
を
画
す
る
も

の
が
あ
る
。
僧
叡
の
法
身
説
は
仏
身

の
一
元
論
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ぽ
法
身

を
単
に

「
理
」
の
み
の
無
人
格
的
な
も
の
と
見

る
偏
狭
な
見
解
に
反
省

を
促
し
、
ま
た
釈
伽
仏
を
応
身
或
は
化
身
と
見

て
法
身
と
の
差
別
を
論

ず
る
見
解
に
も

一
考
を
促
し
て
い
る
。
僧
叡

の
言
う
法
身
は
決
し
て
無

活
動
で
無
形
態
な
も
の
で
な
く
、
感
応
し
つ
つ
常
に
仏
事
を
為
し
て
い

る
仏
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
僧
叡
の
い
う

五
法
身
は
、
根
源
的
な

一
法
身
が
本
具
し
て
い
る
特
性
を
五
項
目
に
ま

と
め
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
思
想
史
上
に
於
て
は
鳩

摩
羅
什
の
法
身
説
を
明
確
に
整
理
し
た
も

の
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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叡
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